
http://home.f04.itscom.net/sudo-j
スマホ、携帯電話で「ウィークリーニュース」が見られます
ホームページでYouTube版「ウィークリーニュース」の動画が見られます。

最新YouTube版　須藤甚一郎「ウィークリーニュース」（８０４号）は、憲法違反の小学校長交際費の特集です。ご覧ください！QRコードですぐ見られます。
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目黒区議会議員　ジャーナリスト・目黒区行政監視団代表

須藤 甚一郎
目黒区の問題
がよくわかる 政務活動リポート

須藤甚一郎　政務活動リポート 平成31年3月号　（1）
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憲法の政教分離原則を無視する
尾崎富雄教育長

青木英二区長は、
小学校長に毎年、
区長交際費を支給

　私、須藤甚一郎は平成３０年７月２５日
付で、目黒区立小学校長ら合計２９人が、
交際費の使途基準を無視して、総額５０万
円も神社仏閣に支出した。明らかに憲法
２０条、８９条に違反であり、憲法で規定す
る「政教分離の原則」に違反するので、最
高裁に上告理由書を提出した。
　そこで私は、憲法違反の住民訴訟を提
起した。しかし、東京地裁、東京高裁、では
公金を神社仏閣に支出してはいけないの
に、ずれも棄却されたのである。
　しかし、住民訴訟は、本来は、賠償請求
だけが主たる目的ではなく、地方公共団
体の財政上の違法を是正・防止することが
目的である。したがって、地方公共団体の
財務会計行為が、最終的には損害が補填
された場合でも、財務会計行為が違法で
あれば、これを明らかにすることも住民訴
訟の目的とすべきである。
　繰り返しになるが、判例のつぎの部分は
重大な判断である。損害が填補された本
件にもあてはまり、損害がないとしても、
賠償請求だけが目的ではない。
　判例は続けて述べる。「しかし、住民訴
訟は、本来は、賠償請求だけが主たる目的
ではなく、地方公共団体の財政上の違法
を是正・防止することが目的である。した
がって、地方公共団体の財務会計行為が、
最終的には損害が補填された場合でも、
財務会計行為が違法であれば、これを明
らかにすることも住民訴訟の目的とすべ
きである。損害がないとして、その判断を
行わないのは、財務会計行為が違法かど
うかの判断をうやむやにし、再び同じ事が
行われるおそれがある。これは住民訴訟
の意義に反する。普通の民事訴訟とは違
うと解すべきである。」
　「損害がないとして、その判断を行わな
いのは、財務会計行為が違法かどうかの
判断をうやむやにし、再び同じ事が行われ
るおそれがある。これは住民訴訟の意義
に反する。普通の民事訴訟とは違うと解す
べきである。
　この観点からすれば、違法な財務会計
行為によって生じた損害が補填されて消
滅しても、審理と裁判所の判断の順序と
しては、損害論から入るのではなく、違法
性、故意過失、損害の順で判断することが
住民訴訟制度の趣旨に合致するものであ
る。」
　さらに「損害がないとして、その判断を
行わないのは、財務会計行為が違法かど
うかの判断をうやむやにし、再び同じ事が
行われるおそれがある。これは住民訴訟
の意義に反する。普通の民事訴訟とは違
うと解すべきである。」

まさに、このとおりである。
　しかし、目黒立小学校の２９人の校長ら
は、禁止されている神社仏閣への交際費
約５０万円を支出したのに、地裁、高裁、
最高裁のいずれもが、目黒区の幹部職員
よって、神社仏閣で支出した金員はすで
に補填されているとして、損害がないとし
て、棄却にしてしまったのである。政教分
離の原則に違反することも、財務会計行
為違法か否かも、うやむやにしてしまった
のである。
　目黒区教育委員会の次長や何人もの課
長ら５名が、共同して校長ら神社仏閣へ支
出した金額を補填したのである。つまり、
目黒区は損害が補填されて、法律上請求
棄却になるというわけである。
　しかし、そんなことをしても、２９人の校
長らが支出した公金による交際費は、支出
されたままであり、公金が補填されたわけ
ではない。
　昭和53年3月30日のつぎの最高裁判
例があるので、それを引用した。
　「最高裁昭和53年3月30日の判例（民
集３２巻２号４８５頁）は、直接には提訴手
数料に関するものであるが、住民訴訟の
意義について次のように判示している基
本的な判例である。
　「住民訴訟はいわゆる４号請求の場合
不法行為損害賠償請求訴訟なり不当利得
返還請求訴訟の形式をとるから、損害が
補填された場合には、それだけで請求棄
却になる。

目黒区民・宮内実太郎さんが、撮影した
鷹番小学校長が碑文谷八幡の祭礼に
３千円奉納した証拠だ

須藤：違法な寺社仏閣への支出やめよ！

まったくおかしいぞ！
憲法20条、89条違反が損
害補填で最高裁も棄却！

　私が平成３０年（行サ）第８９号で引用し
た「最高裁昭和５３年３月３０日の判例は、
極めて厳しく正しい判決である。
　たとえば、「しかし、住民訴訟は、本来は、
賠償請求だけが主たる目的ではなく、地
方公共団体の財政上の違法を是正・防止
することが目的である。したがって、地方
公共団体の財務会計行為が、最終的には
損害が補填された場合でも、財務会計行
為が違法であれば、これを明らかにするこ
とも住民訴訟の目的とすべきである。」
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議場での青木区長
ああ眠い！

野田市教委
死亡女児回答、父に渡す
　千葉県野田市の小学四年栗原心愛（み
あ）さん（１０）が自宅浴室で死亡した事件
で、心愛さんが二〇一七年十一月、いじめ
に関する学校アンケートの自由記述で「お
父さんにぼう力を受けています。先生、ど
うにかできませんか」と回答し、助けを求
めていたことが、野田市教育委員会など
への取材で分かった。
　学校は「ひみつをまもりますので、しょう
じきにこたえてください」とアンケートを
実施していたが、市教委は心愛さんの回

答のコピーを一八年一月、父親の勇一郎
容疑者（４１）＝傷害容疑で逮捕＝に渡して
いた。
　市教委の担当者は「威圧的で執拗（しつ
よう）な態度に萎縮し、恐怖心から渡して
しまった」と釈明した。
　野田市の鈴木有市長と市教委は三十一
日記者会見し、市教委職員が心愛さんの
回答内容を口頭で読み上げた。アンケー
トは、心愛さんが当時通っていた小学校
が一七年十一月六日に実施。いじめを受
けているかとの問いに「はい」を選び、相
手を「かぞく」としていた。

　千葉県野田市の小学4年生、栗原心愛さ
ん（10）が自宅で亡くなった事件。傷害容疑
で逮捕された父親の勇一郎容疑者（41）は
職場の友人から「穏やか」とみられていた。
ただ、虐待を疑う学校や行政には威圧的な
態度をみせていた。
　友人らによると、勇一郎容疑者は2011年、
那覇空港の店で働いていた。元同僚は「愛
想が良かった」。16年9月には沖縄の観光振
興を担う財団法人に就職。17年8月千葉へ
の転居を機に退職したが、昨年4月に同法
人の東京事務所の嘱託職員に。家族の話も
頻繁にし、同僚は家族仲が良いと思ってい

たという。
　関係者によると、心愛さんが最後に通った
野田市立二ツ塚小は勇一郎容疑者の母校。
「腰が低くて丁寧な」保護者だったという。
　一方、妻子や親族、虐待を疑う学校や教育
委員会には別の顔を見せた。沖縄県にいた
08年ごろ、母親のなぎさ容疑者（31）=傷害容
疑で逮捕＝と結婚。心愛さんに恵まれたが約2
年で離婚した。なぎさ容疑者は事件後、「言葉
の暴力」があったと友人に告白している。
　両容疑者は17年に再婚。6月に次女（1）
が生まれると、なぎさ容疑者の親族との不仲
が顕在化した。

学校「秘密守ります」
「お父さんにぼう力を受けています。」

温厚・威圧的 二つの顔
小4死亡事件　容疑の父親

　千葉県野田市の小学4年、栗原心愛さん
（10）が自宅で死亡し、両親が傷害容疑
で逮捕された事件で、父親の勇一郎容疑
者（41）が心愛さんを強くつかむなどしな
がら、執拗に顔に水をかけた疑いがある
ことが9日、捜査関係者への取材でわかっ
た。心愛さんは首周辺の皮膚が広い範囲
で赤っぽく変色し、肺から微量の水が検出
されたという。

　心愛さんは1月24日午後11時過ぎ、
勇一郎容疑者からの通報で駆けつけた救
急隊員が浴室で見つけ、死亡が確認され
た。捜査関係者によると、心愛さんは普段
着姿で、服は水がしたたり落ちるほどぬれ
ており、顔の一部で死後硬直が始まって
いた。死因は不明だが、首や首の下辺りの
皮膚が広い範囲で、つかまれたりひっかか
れたりしたように、赤っぽく変色していた。

顔に水 執拗にかけた疑い
千葉・小4女児 肺から水検出

　先生、どうにかできませんか−。千葉
県野田市の小学四年栗原心愛（みあ）さ
ん（１０）が自宅浴室で死亡した事件で、
心愛さんがいじめに関する学校アンケー
トにつづったＳＯＳは、父親の勇一郎容疑
者（４１）＝傷害容疑で逮捕＝に筒抜けに
なっていた。父親の威圧的な態度に萎縮
したという野田市教育委員会。幼い命を
守る意識の欠如が改めて浮き彫りになっ
た。　
　市教委によると、心愛さんは二〇一七
年十一月六日、当時通っていた、死亡時と
は別の市内の小学校が実施したいじめ調
査アンケートで、「お父さんからぼう力を
受けています」などと訴えた。
　学校から通報を受けた県柏児童相談所
は翌日、父親からの虐待の疑いがあると
して、心愛さんを一時保護。その後、「市
や親族らのサポートを得られる見込みに
なった」として、保護を解除した。
　勇一郎容疑者は解除後の一八年一月
十二日、妻と学校を訪れ、「一時保護が解
除されたのは暴力がない証拠」「名誉毀損

（きそん）で訴訟を起こす」と大声を出す
などして抗議。心愛さんのアンケートの回
答を見せるよう強く要求した。
　対応した校長や市教委職員はいったん
は拒否。しかし、勇一郎容疑者らは三日

後、「アンケートを両親に見せて
いい」との内容を心愛さんが手
書きで記したとする同意書を市
教委に示し、改めて開示を要求。

「娘が書いた」との母親の説明
を信じ、心愛さんに直接確認し
ないまま、市教委指導課の矢部
雅彦課長らがコピーを渡した。
　心愛さんは一八年一月十八日
に市内の別の小学校に転校し、
その後は学校のアンケートに虐
待について記入することはな
かった。
　同課は勇一郎容疑者にアン
ケートのコピーを渡したことを
市上層部や柏児相に報告してお
らず、周知したのは一月二十四
日に心愛さんの遺体が発見され
た後だった。
　野田市は三十一日、市情報公
開条例に違反するとして、関係
者の処分を検討するとした。
　佐藤裕（ひろし）教育長は「子
どもを守り切れず、申し訳ない。
今後はアンケートの取り扱いを
十分に注意し、子どもたちの声
を聞いていきたい」と話した。

女児のＳＯＳ、筒抜け
野田市教委「父親の威圧的態度に萎縮」

　母「事件数日前から娘に食事を与えてい
ないことがあった」
　心愛さんへの傷害容疑で逮捕された母
なぎさ容疑者（31）が「事件数日前から、夫か
ら言われて娘に食事を与えないことがあっ
た」と逮捕前の任意聴取前に話していたこ
とが5日、捜査関係者への取材で分かった。
司法解剖の結果、心愛さんの胃に内容物は
ほぼなく、県警は十分に食事を与えられて
いなかった疑いがあるとみている。また、なぎ
さ渚容疑者が逮捕後「夫に言われ、今年に

入ってから娘を外出させなかった」
と供述していることも判明した。心
愛さんは始業式のあった1月7日か
ら学校を欠席。実際は心愛さんと
自宅にいたのに、勇一郎容疑者
が学校に「娘は沖縄にいる」と、う
その欠席連絡をするのを容認し
ていた。県警は、暴行の発覚を逃
れようとした疑いがあるとみて、経
緯を調べている。

“うのみ”柏相 会見で謝罪
鬼父 心愛さんにうそ書面書かせていた

　千葉県野田市立4年の栗原心愛さん
（10）が自宅浴室で死亡した事件で、同
県柏児童相談所は5日、2017年の一時
保護解除が、父勇一郎容疑者（41）＝傷害
容疑で逮捕＝が心愛さんに「父親からの
暴力はうそ」などと書かせた書面を提示
していたと明らかにした。その後、心愛さ
んを自宅に戻すことを決定。後日、心愛さ
んから「父に書かされた」と聞いたが、特

に対応しなかった。柏児相の二
瓶一嗣所長は県庁で会見。「子
どもの命を守る役割がある。本
当に申し訳ない」などと謝罪し
た。書面を書かされた行為につ
いて「虐待と捉える必要があっ
た。（心愛さんは）つらかったと思
う」と語った。

「虐待と捉える必要があった」

　千葉県野田市の小学4年栗原心愛さん
（10）が自宅浴室でしぼ鬱し、傷害容疑で
両親が逮捕された事件で、母なぎさ容疑者
（31）が事件当日の父勇一郎容疑者（41）
の行動を巡り「廊下に立たされていた娘が
無断で部屋に入ったことに腹を立て、再び
廊下に連れ出し、浴室に連れて行った」とい
う趣旨の供述をしていることが9日、捜査関
係者への取材で分かった。
　なぎさ容疑者は夫婦の力関係について

「自分は支配下にあった」と供述。
また、事件以前に、心愛さんが泣
いている様子や立たされている姿
お撮影した動画が勇一郎容疑者
の記録媒体から見つかったことも
新たに判明した。
　一月中にスマートフォンで撮影さ
れたとみられ、心愛さんの体にあ
ざのような痕があるのも写っており
おり、県警は解析を進めている。

「娘の無断入室 夫が立腹」
野田・小4死亡 泣く女児の動画

（新聞各紙が報道した記事を紹介しましょう）

教育委員会は傷害容疑の父親に萎縮！
小学四年栗原心愛（みあ）さん（10）自宅浴室で死亡
｢お父さんにぼう力を受けています。
先生、どうにかできませんか｣
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議場での青木区長
ああ眠い！

ウソの民事訴訟で
ダマし取ろうとした！！

管理番号（け）８５２０
　この度、ご通知致しましたのは貴
方の利用されていた契約会社、な
いし運営会社から契約不履行によ
る民事訴訟として訴状が提出され
ました事をご通知致します。
　裁判取り下げ最終期日を経て訴
訟を開始させていただきます。
尚、ご連絡なき場合原告側の主張
が全面的に受理され執行官立会い
の元、給料差押え及び動産、不動産
物の差し押さえを強制的に履行さ
せていただきますので裁判所執行
官による執行証書の交付を承諾し
ていただくようお願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関し
ましては当局にて承っております
ので、職員までお問合せください。
　尚、書面での通知となりますの
でプライバシー保護の為、ご本人
様からご連絡頂きますようお願い
申し上げます。
※取り下げ最終期日
　平成３０年９月２７日
　法務省管轄支局
　国民訴訟通達センター
東京都千代田区霞が関4-1-9
お問合せ窓口　03-××××-××××
受付時間　9:00～19:00

管理番号（さ）２１４
　この度、貴方の未納されました総合消
費料金について、契約会社及び、運営会社
から、訴訟申し入れされたことを本状にて
通知いたします。
　下記に設けられた、裁判取り下げ最終
期日までにご連絡無き場合、管轄裁判所
から裁判日程を決定する呼出状が発行さ
れ、記載期日に指定の裁判所へ出廷とな
ります。
　尚、裁判を欠席されると相手方の言い
分通りの判決が出され、執行官立会いの
もと、貴方の給与、財産の差し押さえなど
の恐れがございますので、十分ご注意くだ
さい。
　民事訴訟及び、裁判取り下げなどのご
相談に関しましては当センターにて承っ
ておりますので、下記窓口へお問い合わ
せください。
尚、個人情報保護の為、ご本人様からご連
絡頂きますようお願い申し上げます。

取り下げ最終期日
平成３１年２月８日

民事訴訟管理センター
東京都千代田区霞が関3丁目１番７号
消費者相談窓口　03-××××-××××
受付時間　9:00～18:00（日・祝除く）

社会が、私たちが見捨てて、
失った命、守れなかった命、
この事実を重く受け止めて！
　声高に「私はこう思う」と、唾を飛ばしなが
ら、口にする方々、あなたたちは、町の中で
すれ違う小さな子ども達を見ていますか？本
当に関心がありますか？
　外を歩けば私たちの周りには、子どもたち
の小さな声、大きな声、泣き声も笑い声も駄々
をこねる声も、たくさん溢れている。聞こえて
いますか？
　思い出してください。私たちの小さかった
頃のことを。町の大人は皆誰でも見ていてく
れる安心感がありました。悪いことは悪いと
叱り、嬉しい時には一緒に喜んで、笑ってくれ
ましたよね。誰かがいつも見ていてくれるとい
う当たり前のことに守られて私たちはいろい
ろなことを学び大きくなりました。
　昨年の目黒区で起きてしまった、結愛ちゃ
んの事件で皆が心を痛め、私たちは後悔し、
この今の世の中を変えなくては小さな大切
な命を守れないと誰もが思ったはずです。
　けれども、又、繰り返される痛ましい事件。
　私たちは何かをどこかで忘れてきてしまっ
たのです。小さい者、弱い者、お年寄りには
優しくすること。目上の人には尊敬と、お父さ
ん、お母さんには感謝するということを。
　どんな家庭に生まれてきても子どもはお父
さん、お母さんが大好きなのです。
　その心を傷つけてしまうことは、どこかで、
何かを忘れてきてしまった大人の心の闇の
問題です。

大人に頼れないで幼い命をとじ
た心愛ちゃんにどう償うのか
　報道では毎日のように親の懲戒権である
とか、児童相談所の問題であるとか、警察、
司法の問題であるとか、学校、教育委員会
の問題であるとか、はたまた首相のコメント
であるとかの文字が躍っている。

　「父親の二つの顔」と報道する新聞。児
童相談所、学校の不手際を目黒虐待死事
件から一年も経った今、又、大きな見出しで
報道する新聞。心愛ちゃんは身近な先生に
訴えても救われなかったとする新聞。
　祖父母家族、遠くは沖縄の実家まで巻き
込んだこの事件で、もう終わりにできるのか。
私たちの課題である。
　子ども達は「虐待を止めて」と、どこに助け
を求めたらよいのか。
　又、自身も虐待を受けていたという母親も
助けを求めて逃げられる場所、シェルターが
なかったのか。又、虐待を続けてしまう自分
を止めて欲しかったのかもしれない父親で
あったのなら、受け入れてくれる精神科医も
必要だ。
　我が子に手をあげてしまう親は、自分が病
んでいることを自覚しなければいけない、愛
おしい我が子に暴力をふるうのは精神的な
病因でしかない。
　テレビでは司法、警察、教育、児童相談所
のそれぞれの立ち位置、権限があるなどと
放送している。
　助けて欲しい人達に、その部局の権限の
問題で手を差し伸べられないことこそが、一
番の問題である。
助けを求められるような、精神科医、そして
警察であってほしい。
　連携強化をなどと生ぬるいことを言ってい
る場合ではない。
　全て弱い者が傷を受けてしまう今の社会
は、何かを忘れてきてしまった私達皆の責任
ではないのか？
　もう、止めて欲しい。
　心愛ちゃんは、最後までお父さんとお母さ
んを信じたかったのかもしれない。先生、近
所の人達、祖父母、友達、誰かがいつか助
けてくれると信じたかったのかもしれない。
どんな気持ちで、冷たい水を受けながら小さ
な命を終えたのか。私たちは深く反省すべき
だ。
　私たち一個人でできることは、まず、外で
出会う子どもに目を向けること。困っている隣
人や周りの人がいたら声をかけてみること。
まず、そこから始めることだ。すれ違う人に
は思いやりの笑顔を。
　それが、心愛ちゃんにしてあげられる償い
である。　ドーア先生は英国の社会学者で、日本の落語ができるほどの日本通。

私とは、目黒区議になった20年前からの知り合いでした。（昨年11月死去）

（
右・ド
ー
ア
先
生･

須
藤
区
議
）

幼い命をとじた
心愛ちゃんに
どう償うのか

目黒区民の投書

　目黒区のシルバー人材センターは、いろいろ問題をかかえ
ている。シルバー人材センターのメンバーである宮内さんが
会合に参加して問題点を詳細にリポートした。

総合消費料金に関する
訴訟最終通告のお知らせ

総合消費料金未納分訴訟
最終通知書
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目黒区議
選 平成

15年
目黒区議

選 平成
19年

目黒区議
選 平成

23年

当 3,0
40須藤

甚一郎
64 無

元②

無所属・須藤甚一郎
区民の圧倒的な支持！
4回連続
トップ当選果たす！

目黒区議会議員（無所属）ジャーナリスト

須 藤 甚 一 郎
（すどうじんいちろう）

この政務活動リポートは、政務活動費で印刷し配布するものです。

　１９６７年以来、ジャーナリスト（雑誌記者、専門学
校ジャーナリスト講師、夕刊紙編集員、テレビリポ
ーター、コメンテイター）として４9年間活動。現在
も週刊誌にコラム連載。政治、司法、医学、災害、事
件から芸能ニュースまで取材範囲は幅広い。著書に

「まっ黒長屋の物語」（三一書房）ほか多数。
平成１１年４月　目黒区議選に初当選
平成１５年４月　２期目区議選に３０４０票（1位）
平成１９年４月　３期目区議選に４８９８票（1位）
平成２３年４月　４期目区議選に３９８６票（1位）
平成27年４月　5期目区議選に4303票（1位）
　無所属議員として、目黒区行政の不正、疑惑、税
金のムダ遣いなどを徹底的に追及しつづけてい
る。住民監査請求、住民訴訟、行政訴訟などの法
的手段を使って、目黒区の行政チェックをやって

いる。

こうした住民訴訟を提起してきた！
　これまで、目黒区旧区役所・公会堂を随意契
約で最高購入価格より３９億円も安く売却した
ため、当時の区長の損害賠償を求め住民訴訟
を提起した。他にも青木区長が、公務で新年会
１３２回出席、１１５万円余を支出した事案。めぐ
ろキャンパス内のレストラン「シェ松尾」の改修
工事で、青木区長が公費４７０万円余を支出した
事案。青木区長は「目黒区を楽しむ本」の制作、
発行に１５００万円支出したが、売上金２２００万
円余の金額が出版社の収入になった事案。子ど
も手当の目黒区負担分５億１８００万円余の公
金支出を差し止める住民訴訟を提起。
　旧区役所売却に係る住民訴訟で、私は政務
調査のための訴訟なので政務調査費の一部

（１３５，７２５円）を訴訟関係の費用に充てた。
　ところが、青木区長は平成１９年、政務調査費
の使途基準に反するとする違法な監査委員の
勧告を受け、私に返還命令処分をした。そこで、

平成２０年２月に、私は青木区長を被告にして、
処分取消訴訟を提起。同年１１月に、東京地裁
で勝訴。
　平成２１年９月には、東京高裁でも勝訴した。
平成２５年１月２５日、最高裁での判決があり、
処分した１３５，７２５円のうち１０７，３７５円は違
法であり、処分取消しで勝訴。
　平成２６年 区有施設見直し方針に関し住民
訴訟。安倍総理「集団的自衛権行使の閣議決定
は違憲」の行政訴訟提起。
平成２８年５月　JR跡地（旧国鉄）住民訴訟
早稲田大学第２政治経済学部政治学科卒業
昭和１４年（１９３９年）東京生まれ
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　立川談志さんの墓は本郷東大
農学部のとなりの寺にある。「立
川雲黒斎家元勝手居士（たてか
わうんこくさいかってこじ）」と
読む。さすが談志さん、ユーモア
たっぷりの戒名である。

　花柳幻舟さんとは、40年
以上の知り合いであった。
花柳流家元を襲撃したり、
天皇の即位のパレードに爆
竹を投げて逮捕されたこと
もあった。群馬県のめがね
橋からの転落死は自殺か事
故死かは不明である。

　さいたま市の女性
（78）が、憲法9条を
詠んだ俳句「梅雨空に

『九条を守れ』の女性
デモ」と詠んだ。しかし、
さいたま市の公民館は

「公平性、中立性を害
する」として掲載拒否。
最高裁は女性と市双方
に上告退けた。

　目黒区自由が丘の一等地約３６００㎡（１,２００坪）
が目黒区に遺贈されるのか？

（遺贈（いぞう）とは、遺言によって財産を与えること）
　遺贈の対象になっているのは、自由が丘に住ん

でいた犬、狼（おおかみ）などに詳しい動物学者の故・平岩米吉さん
（１８９８～１９８６）の土地、建物、書籍などだ。米吉さんの死後、娘の
平岩由伎子さんが相続した。東京都に遺贈を申し出たが、拒否され、目
黒区に回ってきたがやはり、目黒区も遺贈を放棄した。
　米吉さんのあと、相続した由伎子さんも亡くなり、そのあとを相続し
た者がいるという。そして、きびしかった遺贈の条件もゆるくなり、放棄
する理由もないのに、なぜ目黒区は放棄したのか。おかしな話だ。目黒
の最高決定会議も遺贈受けない理由を説明せよと立場だ。

平岩米吉さん

自由が丘の一等地が遺贈で
目黒区の土地になる！


